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１　計画の概要
　（１）期間　平成２９年度から令和３８年度（４０年間）

　（２）対象　建築系公共施設（建物）➡行政系施設，住宅系施設，子育て支援系施設　などの１３分類
　　　　　　  土木系公共施設（インフラ資産）➡道路・橋梁，上下水道施設　の３分類

　（３）改訂　１０年毎に見直し（令和９年度，令和１９年度，令和２９年度）
　　　　　　　業務委託を活用し，令和８年度から９年度にかけて改訂作業を実施

○大崎市公共施設等総合管理計画（平成２９年３月策定）は，本市公共施設等の全体を把握し，将来のまちの姿

を見据え，戦略的・計画的に更新・統廃合・長寿命化などを行い，最適な状態で保有・運営・維持す

るため，長期的（４０年間）な視点をもって公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するもの。

○今般，全計画期間のうち第１期が終期を迎えることから，本市を取り巻く社会的情勢を踏まえ第２期

（第２期，個別施設計画含む）に向けた改訂を行うもの。

２　改訂の視点
　（１）根拠データの整理・精査：計画策定時から現在までの情報整理，利用実態の分析，施策上の必要性の判断，
　　　　　　　　　　　　　　　　市民向け説明資料の整理と精査

　（２）市民意見の反映：人口減少などの社会情勢の変化，施設の老朽化などを踏まえた公共施設のあり方・適正配　　

　　　　　　　　　　　　置に関する市民理解の醸成と意見反映
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　３　計画の位置付けと主な対象施設の分類
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４　推進体制
　　改訂にあたっては，「行財政運営の改革に向けた取組」と「計画の改訂・進捗確認」について一体性・連動性を　

　持たせ，計画の実行性を担保するため，「大崎市行政改革推進委員会」において，公共施設等総合管理計画に対す
　る意見聴取や進捗確認を実施
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